令和８年度いわて高校魅力化推進事業業務委託仕様書

１　委託業務名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
いわて高校魅力化推進事業業務委託（以下「本業務」という。）

２　委託期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和８年５月１日から令和９年２月28日までとする。

３　本業務の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(１)　趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本業務は、受託者が有する専門的な知識やノウハウを活用し、県立高校と地域等が一体となって高校魅力化を推進するとともに、県立高校と地域等をつなぐ役割を果たす地域連携コーディネーターの市町村による配置を促進し、県立高校の特色化・魅力化を進め、県内外からの志願者増につながる支援を実施する。
また、受託者による研修等により地域連携コーディネーターの資質向上や活躍にむけた支援を図るとともに、県立高校と市町村等関係機関との協働体制の円滑な運営を確立するもの。

(２)　業務の履行場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　岩手県内

(３)　用語の整理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　本業務で使用する主な用語は以下のとおり。
　ア　地域連携コーディネーター
　　　地域住民等の中から、県立高校と地域等の橋渡し役として活動する者。市町村が配置する。県立高校と地域の関係者との情報を共有し、連携を円滑に進めるための調整や、地域のニーズに基づいた教育プログラムの企画、高校生の地域活動への参加機会の提供、地域の企業や団体と連携した地域資源の活用など、高校生の成長と地域の発展を同時に促進するための活動を行う。
　イ　魅力化アドバイザー
　　　地域との協働や県立高校における探究的な学びに関する活動実績がある者。受託者が配置する。県立高校と地域等との連携・協働体制の構築の支援、県立高校の地域等における探究活動の支援、県立高校及び市町村が行う高校魅力化に関する取組に対する支援を行う。
　ウ　多様な魅力化協働パートナー
　　　地域、産業、高等教育機関、国際機関等、魅力ある学校づくりに参画する主体。
　エ　探究共創交流会
　　　県立高校における探究活動等の成果や課題を共有する場を設け、課題解決学習等に対する意欲を向上させ、他校の優良事例の導入を促すなど、探究的な学びの活性化を図るため委託者が開催するもの。
　オ　いわて留学
　　　岩手県立高等学校入学者選抜実施要項に基づき実施する県外募集。
　　　
４　本業務に係る基本的考え方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(１)　地域連携コーディネーターの配置・育成・活躍支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ア　地域連携コーディネーターの導入を検討している市町村に対して、募集・採用・配置の情報提供等、配置に向けた支援をすること。
イ　地域連携コーディネーターが配置されている県立高校及び地元自治体に対し、地域連携コーディネーターが専門的な知識やノウハウを生かし、地域社会と関わる教育活動を企画・運営したり、学校外での高校生を含む活動を企画・支援するなど、地域と学校をつなぐ中核的な存在として活躍するよう支援すること。
ウ　地域連携コーディネーターの活動に対して県立高校及び地域等の理解が深まり、地域連携コーディネーターの活躍の幅が広がるように支援すること。

(２)　県立高校の探究的な学びの活性化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ア　グランドデザインに示される３分野（地域連携、学術・国際連携、産学連携）に基づいた探究的な学びを推進し、多様な生徒の学習意欲を喚起しながら可能性及び能力を最大限に伸長し、質の高い、いわての高校教育を実現すること。
　イ　多様な魅力化協働パートナーとの連携・協働による教育活動を展開することで、魅力ある県立高校及び地域を共に創ること。
　ウ　これまで積み上げてきた各校の探究的な学びについて、全県で好事例を共有し、相互に刺激しあうことで、よりよい学びを創出すること。

(３)　「いわて留学」の取組との連動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　本業務の実施に当たっては、「いわて留学」の活性化に資するよう「いわて留学」実施校や地元自治体の取組と連携するよう努めること。

５　業務体制について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(１)　受託者は本業務の実施に必要な業務の一切を行うこととし、本業務の内容が効果的かつ円滑に運営されるよう適切に人員を配置すること。
(２)　受託者は本業務を履行するに当たり、事業責任者、事業統括者及び事業担当者並びに魅力化アドバイザーをおくこと。なお、事業責任者及び魅力化アドバイザーは高校魅力化に関して、学校及び教育委員会に対する指導実績等のある者とすること。
(３)　魅力化アドバイザーは岩手県内に配置すること。
(４)　不明瞭な点や改善の必要性があると認められる場合は、委託者と協議すること。

６　業務内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(１)　市町村による地域連携コーディネーターの配置に向けた取組を支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　【重点推進校：軽米高校（軽米町）、岩泉高校（岩泉町）】
ア　地域連携コーディネーターが未配置である重点推進校及び重点推進校が所在する市町村に対し、受託者が配置に向けた相談等支援を実施すること。
イ　受託者は、訪問、オンライン、その他の方法により、学校及び市町村の意向を踏まえた必要な助言や、他自治体等の事例等の提供など、配置に向けた効果的支援を継続的に行うこと。（委託期間中　月１回程度）
ウ　受託者は、支援開始に当たり、訪問、オンライン、その他の方法により、学校担当者及び市町村担当者と合同の打ち合わせを実施し、各自のニーズを把握するとともに、支援の内容やスケジュール等について調整すること。
エ　受託者は、実施した支援の内容について、別途定める報告様式により、随時、委託者に報告すること。


(２)　地域連携コーディネーターの資質向上に向けた支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【重点推進校：葛巻高校（葛巻町）、大東高校（一関市）】
ア　重点推進校若しくは重点推進校が所在する市町村に配置されている地域連携コーディネーターの資質向上や、学校、市町村との連携強化を図るため、魅力化アドバイザーが必要な支援を実施すること。
イ　魅力化アドバイザーは、訪問、オンライン、その他の方法により、学校、市町村、地域連携コーディネーターの意向を踏まえた必要な助言を行うとともに、他自治体等の事例提供や研修会の実施などにより、地域連携コーディネーターの資質向上、活躍に係る効果的な支援を継続的に行うこと。（委託期間中　月１回程度（研修会開催回数含む。））
ウ　魅力化アドバイザーは、支援開始に当たり、訪問、オンライン、その他の方法により、地域連携コーディネーター、学校担当者、市町村担当者と合同の打ち合わせを実施し、各自のニーズを把握するとともに、支援の内容、スケジュールについて調整すること。
エ　魅力化アドバイザーは、実施した支援の内容について、別途定める報告様式により、随時、委託者に報告すること。

(３)　県内で配置されている地域連携コーディネーターのネットワーク構築等に係る支援　　　　　
　　　魅力化アドバイザーは、県立高校若しくは市町村に配置されている地域連携コーディネーターによる相互の連携や情報共有を図るため、Microsoft Teamsを活用したネットワーク体制を構築するとともに、必要に応じて業務等に関する情報提供等を行うこと。

(４)　探究共創交流会に参加する県立高校への魅力化アドバイザーによる伴走支援　　　　　　　　
　　（支援対象校：杜陵高校本校、盛岡農業高校、盛岡工業高校、盛岡商業高校、南昌みらい高校、花巻南高校、大迫高校、遠野緑峰高校、前沢高校、金ケ崎高校、岩谷堂高校、一関第一高校定時制、釜石商工高校、宮古商工高校、宮古水産高校、久慈翔北高校（野田校舎）、軽米高校）
ア　地域との連携・協働による学校や地域の特色を活かした教育活動の創出又は更なる充実を図るため、魅力化アドバイザーが、探究的な学び等に関する適切な助言・支援を行うこと。
イ　魅力化アドバイザーは、委託者が開催する探究共創交流会において、支援対象校の生徒に対し、探究共創交流会の発表内容に対する講評を行うとともに、今後の探究的な学びに関して必要な助言を行うこと。
ウ　魅力化アドバイザーは、支援対象校の要望に応じて、訪問、オンライン、その他の方法により、支援対象校の生徒及び担当教員等に対し、探究的な学びに関する助言等の伴走支援を行うこと。（対象校数×１回以上。対象校の希望に応じて実施することとする。同一校への複数回の支援を妨げない。）
エ　魅力化アドバイザーは、支援対象校に対して実施した支援の内容について、別途定める報告様式により随時、委託者に報告すること。

(５)　「いわて留学」に関するセミナーの開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　受託者は、次のとおりセミナーを企画、実施する。
　ア　参加者（予定）
　　(ｱ)　各県立高校教職員
(ｲ)　県内各市町村担当者
(ｳ)　県立高校若しくは市町村に配置されている地域連携コーディネーター
(ｴ)　その他必要と認める者
　イ　セミナーの内容については、以下の点に留意すること。
　　・　県立学校教職員、各市町村担当者、地域連携コーディネーター等の関係者が、「いわて留学」の促進及び高校の魅力化等について共通意識を持ち、一体感を醸成することができる内容とすること。
　　・　県外募集や高校魅力化等に知見を有する有識者による講義を実施すること。
　　・　県外募集や高校魅力化等について、先進的な取組を実施している他県等の事例を紹介するなど、参加者の今後の取組の参考となるような内容を盛り込むこと。
　　・　参加者が主体性をもって参加できるような内容を盛り込むこと。（ワークショップ形式等）
　　・　事前に、参加者から、県外募集や高校魅力化等に関する疑問点や相談事項を収集し、回答等の対応をすること。
　　・　セミナーの具体的な内容については、受託者の知見を基に、委託者と協議の上、より効果的な内容となるよう努めること。
　ウ　実施回数
　　　全１回
　エ　実施時期（予定）
　　　令和８年７月から９月の間
　オ　実施場所（予定）
　　　盛岡市内
　カ　定員（予定）
　　　100人程度
　キ　時間（予定）
　　　概ね240分程度
　ク　研修の運営管理
　　　研修の実施に当たり、受託者は下記事項について実施すること。
　　・セミナーの開催内容に係る企画、提案
　　・会場の確保　　
　　・参加者の募集
　　・配布資料の作成・印刷
　　・講師の依頼、謝金・旅費の支給
　　・会場使用料の支払い等セミナー開催に係る一切の費用の負担
　　・委託者との連絡調整
　　・アンケートの実施
　　受託者は、セミナー開催後、参加者にアンケートを実施し、セミナー実施後概ね１カ月を目途に結果を取りまとめの上、県に報告すること。なお、アンケートの項目及び様式については県と協議の上決定する。
　・報告書の作成
　　　受託者は、アンケート結果を含む実施結果を記載した報告書等を作成し、委託者に提出すること。なお、記載する項目は下記を参考とし、その他の項目については委託者と協議の上、決定すること。
　　　ａ　セミナーの概要（タイトル、開催日時、開催場所、開催方法、講師及びゲスト）
　　　ｂ　参加者
　　　ｃ　開催した内容
　　　ｄ　セミナーの振り返り結果（改善点など）
　ケ　その他
セミナーの内容及び本仕様書において（予定）と記載している事項については、契約後に委託者と協議の上、セミナーの効果が最大限発揮されるよう、委託者の意向を踏まえて決定すること。

(６)　「いわて留学」に係る中学生・保護者向けオンライン説明会の開催　　　　　　　　　　　　
　　　全国の中学生・保護者を対象に、「いわて留学」実施校（地域みらい留学参画校に限る。）への留学希望者増加を目的として、委託者が主催するオンライン説明会実施のため、受託者は、次のア～ウに掲げる業務を実施すること。
　ア　オンライン説明会の開催
委託者が主催するオンライン説明会開催のため、ＷＥＢ上で説明会用のページを開設すること。（４回以上）
　イ　オンライン説明会の広報
「いわて留学」に興味がある中学生・保護者のオンライン説明会への参加を促進するため、受託者が開設するＨＰ等を活用し、オンライン説明会開催に係る事前周知を行うこと。
　ウ　オンライン説明会開催に係る企画等の支援
　　オンライン説明会の効果が最大となるよう、委託者に対し、受託者が有する知見等に基づく必要な支援を行うこと。また、開催時期についても、委託者の意向に基づき適切な時期に開催できるよう調整すること。

７　業務の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(１)　定例打合せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　受託者は、委託者との緊密な連携の下、本業務に係る情報共有を図るため、進捗状況や企画内容等について、毎月委託者との打合せ（オンラインでの実施を含む）の機会を設けること。
　　※　受託者は、打合せ日時、場所等について、委託者と調整すること。

(２)　定例報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
定例報告(取組の進捗状況及び今後の行動計画等)を四半期毎に委託者に提出すること。なお、様式は委託者が別に定める。また、提出期限等については委託者と協議の上、定めるものとする。

(３)　成果品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　本仕様書の内容に従い、全ての業務の完了後は、事業の実施経緯、結果及び以下の事項をまとめた実施報告書（セミナー報告書、アンケート集計、記録写真等）を作成し、紙媒体１部及び電子データ（ＰＤＦ形式及びＷｏｒｄ等の編集可能な形式）で提出すること。
　　　なお、上記内容の一部について、事前に提出の求めがあった場合は、委託者と調整の上、提出するものとする。
　ア　本事業によって得られた岩手県独自の地域連携コーディネーターの活用モデルやノウハウ等
　イ　魅力化アドバイザーによる探究的な学びに係る伴走支援の内容
　ウ　「いわて留学」に係る学校や自治体への支援の内容

(４)　費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　本業務の実施に要する費用については、すべて受託者が負担するものとする。

(５)　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ア　本仕様書に記載のない事項や、業務の実施に関して疑義が生じたときは、直ちに委託者に相談し、委託者と受託者との協議の上で、対応するものとする。
　　　なお、業務遂行に支障を生じる事態等が生じた場合は、直ちに委託者に連絡するとともに、必要な措置を講ずること。
　イ　各イベント等の開催に当たっては、テーマ、内容、運営のいずれにおいても公序良俗に反することが無いよう留意し、事前に運営マニュアル（シナリオ）を作成して、運営に要する人員を会場に適切に配置するなど、円滑な開催に万全を期すること。
　ウ　イベント等の開催に当たり必要な事務手続き（法的手続を含む）については受託者が把握し、委託者と協議の上、行うこと。
　エ　費用の積算に当たっては、本業務の実施に必要な費用一切を見込むとともに、積算の内訳を明確に記載した費用積算内訳書を提出すること。

８　著作権に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(１)　本業務による成果物に関する全ての著作権（著作権法第21条から第28条に定めるすべての権利を含む。）は、納品日以降、委託者に帰属し、委託者は本業務による成果物を自ら使用する他、第三者に使用を許諾できるものとする。また、受託者が複写、複製、抜粋、その他の形式によりほかの用に供する場合は、委託者の承諾を受けなければならない。
(２)　受託者は、業務の実施に当たり第三者が権利を有する著作物（映像・写真・音楽等） を使用する場合、著作権、肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。
(３)　受託者は、本業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。

９　留意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(１)　本業務の実施に関して、受託者は、常に委託者と密接な連携を図り、委託者の意図を熟知の上、効率的な進行に努めること。
(２)　本業務の実施に係る関係機関との調整や近隣対策等が必要な場合(申請・届出等含む)は、受託者がこれを行うこと。
(３)　受託者は、本業務により知り得た個人情報等を適切に管理するとともに、業務上の秘密を保持すること。また、契約期間終了後においても同様の扱いとする。
(４)　受託者は、本委託業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。また、個人情報の取扱いについては、県が定める個人情報保護等に関する条例(令和４年岩手県条例第49号)を遵守すること。
(５)　委託者は、本業務の実施過程において、本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合、受託者に仕様変更の協議を申し出る場合がある。この場合、受託者は委託料の範囲内において、仕様の変更に可能な限り応じること。
(６)　受託者は、本業務の実施過程で疑義が生じた場合は、速やかに委託者に報告・協議を行いその指示を受けること。
(７)　受託者は、本業務の一部を再委託しようとする場合は、以下の点を明確にして、予め委託者の承諾を得ること。
ア　再委託する業務の範囲
イ　再委託する合理性及び必要性
ウ　再委託先の業務履行能力
エ　再委託業務の運営管理方法
(８)　その他、本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者の協議により定めるものとする。
(９)　本事業は、国の交付金を活用しており会計検査院による実地検査の対象となることから、委託業務に係る関係書類を整備し、令和14年３月31日まで保存するものとする。
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